
　当ヘリポートの運営・管理に関しまして、ご協力をいただき、心よりお礼申し上げます。
　さて、当へリポートの運用につきましては、条例、規則のほか、必要な事項を静岡ヘリ
ポート運用管理要綱で定めております。

　ご承知のとおり、場周飛行経路及びその他の指定飛行経路につきましては、騒音や安全対
策のために設定されており、当へリポートのパターンにつきましても上記のとおり（赤ライ
ン）となっておりますが、０６方向離陸時、及び２３方向よりの着陸時における飛行経路が
住宅密集地に近接しているため、図上で示した経路（青ライン）で離着陸していただきます
よう、お願い申し上げます。


